
◆短期間の育児休業の保険料免除要件◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 免除 

12 月 月末 1 月 月末 

育児休業 

12/30~1/1 

 免除されない 

12 月 月末 1 月 月末 

育児休業 

12/2~12/15 

 免除 

12 月 月末 1 月 月末 

育児休業 

12/30~1/1 

 免除 

12 月 月末 1 月 月末 

育児休業 

12/2~12/15 

改正前 改正後 

変更なし 

免除される 

改正前は月末時点で育児休業などを取得している場合に、当月の保険料が免除されている制度になっていますが、月の途中で育児休業を終了した

ケース②の場合、保険料が免除されない不公平が発生していました。改正後は 1ヶ月に 2週間以上の育児休業を取得すれば、その月の保険料が 

免除されます。 

 

ケ
ー
ス
① 

ケ
ー
ス
② 数日のみ 



◆賞与保険料の免除要件◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 免除(月額⁺賞与) 

12 月 月末 1 月 月末 

育児休業 

12/30~1/1 

 免除(月額) 

12 月 月末 1 月 月末 

育児休業 

12/30~1/1 

改正前 改正後 

数日のみ 
賞与保険料は免除されない 

１ヶ月以下 

賞与月の月末時点で育児休業を取得している場合に、 

賞与保険料を免除（月末 1日のみ取得でも免除） 

1 ヶ月超の育児休業を取得した場合に限り、賞与保険料を免除

（月額保険料は免除） 


